
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 94 号 令和 2 年 9 月 24 日（木） 

発行 税理士法人 KJ グループ 

〒536-0006 

大阪市城東区野江 4丁目 1番 6号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

■欠損金の繰越控除・繰戻還付制度■ 

新型コロナウイルス感染症以外にも豪雨被害や台風被害などの自然災害が多発していますが、災害損失欠損金が

生じた場合には繰越控除又は繰戻還付のいずれの制度を適用するかの検討が必要になります。  

 

（1）災害損失欠損金の範囲  

国税庁から新型コロナウイルス感染症に関連する災害損失欠損金に該当するもの、しないものとして次のような

損失が例示されています。棚卸資産の廃棄損や固定資産の除却損以外に、損失の拡大・発生を防止するために緊

急に必要な措置を講ずるための費用も該当しますが、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填

されるものは除かれます。 

  

 

 

該当するもの 

⚫ 飲食業者等の食材（棚卸資産）の廃棄損 

⚫ 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損  

⚫ 施設や備品などを消毒するために支出した費用  

⚫ 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購 入費用  

⚫ イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損 

該当しないもの 

（損失の拡大・

発生を 防止する

ために直 接要し

た費用とは 言え

ないもの） 

⚫ 客足が減少したことによる売上減少額  

⚫ 休業期間中に支払う人件費  

⚫ イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レン タル料 

           

（2）青色欠損金と災害損失欠損金がある場合の繰戻還付 

青色申告法人において生じた災害損失欠損金は、青色欠損金にも該当します。繰戻還付の適用を受けることがで

きる青色申告法人の場合には欠損金の内容と金額、前々期と前期の所得金額、 税額等に応じて災害損失欠損金は

前々期に繰り戻し、災害損失欠損金以外の青色欠損金は前期に 繰り戻して還付を受けることも考えられます。  

【青色欠損金の繰戻しと災害損失欠損金の繰戻しとを同時に行う場合の例】   
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（国税庁：災害損失の繰戻しによる法人税額の還付（法人税法第 80 条第 5 項）及び仮決算の中間申告に よる所得

税額の還付（同法第 72 条第 4 項、第 78 条）の適用を受ける場合の申告書等の記載例 設例 2 一部改）   

 

 

 (出典 税務懇話会) 

 


